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 接骨院・整骨院の利用には、病院等の治療と同じように健康保険がきくわけではありません。保険がきか
ない施術を受けた場合は全額自己負担となります。利用の際には、以下のポイントにご注意ください。 

１ 健康保険の利用範囲 

【使用が認められる場合】 

外傷性が明らかな負傷 
○ ねん挫・打撲・⾁離れ 
○ 医師指示による ⾻折・ひび・脱⾅手当 
    (応急処置は医師同意不要） 

【使用が認められない場合】 
 

× 医師同意のない⾻折・脱⾅の施術 
× 日常生活による筋⾁疲労・肩こり 
× スポーツによる筋⾁疲労 
× 神経痛・リウマチ・五十肩などによる痛み 
× 医療機関で治療中のもの 
× 後遺症などの慢性疾患 
× 仕事中や通勤途上の負傷 

２ 治療を受けるときのチェックポイント 

□ 署名するとき、療養費支給申請書の内容を確認しましたか？ 
   内容を良く確認し、申請書に署名または捺印。氏名・住所・郵便番号・電話番号を忘れず記入。 
□ 受診日や治療内容をメモしておきましょう。 
   治療を受けた部分、支払った額などをメモしておく。 
□ 領収証を受け取りましたか？ 
   領収証は無料発行（明細書発行は有料の場合あり）。受診日ごとに領収証をもらって保管。 
□ 「医療費のお知らせ」と領収証の内容を照合しましょう。 
   健康保険組合から発行される「医療費のお知らせ」に記載の内容と領収証を照合。 
   （いつ？誰が？どこで？何月？何回？いくら？） 
 

厚生労働省より、柔道整復師の施術の療養費の適正化について、全国的に請求審査の強化が求められています。 
不正請求等を防ぐため、被保険者の皆様に治療内容や受診の原因などを照会させていただく場合があります。 
照会文書がお手元に届きました場合には、速やかにご回答を返送ください。 
皆様の健康保険料を適正に使用するため、適切な受診にご理解・ご協力をお願いいたします。 
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 セルフメディケーション税制について 
 健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みをおこなっている方が、自己または自己
と生計を一にする方のために特定一般用医薬品等を購入した場合に、確定申告することによって一定の金額の所
得控除を受けることができます（医療費控除の特例）。（適用期限：令和８年12月31日まで。）但し、セルフメ
ディケーション税制と医療費控除は同時に利用することができません。セルフメディケーション税制は市販薬の
購入が多かった方向けの制度ですので、医療機関を多く利用した方は医療費控除をご検討ください。 
 

対象となる市販薬 
 対象となるのは、主に医療用から転用された医薬品です。対象市販薬のパッケージには識別マークが記載され
ています。レシートにも、各店舗が定めた任意の目印が表示され、セルフメディケーション税制対象商品である
旨のコメントが印字されています。 
 

申告に必要なもの（確定申告書類に添付が必要なもの）  
①セルフメディケーション税制の明細書 
 （対象となる医薬品を購入したことを証明するレシートまたは領収書は、申告から５年間保管が必要） 
 ・令和４年１月１日～１２月３１日分 
 ・合計12,000円以上  
②「一定の取り組み」を証明する書類（以下のいずれかを受けた際の結果通知表または領収書） 
 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 
 ＊これらを受診されていない方は、セルフメディケーション税制を受けることができません。 
  
【参考】セルフメディケーション税制について 
 ⇒ 国税庁 
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm  
 

 ⇒  厚生労働省 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html  

医療費控除とは、その年の1月1日～12月31日までの間に支払った医療費が１０万円を超えた額を確定申
告することで、最高２００万円まで所得控除が受けられる制度です。これにより、払いすぎていた所得税が
還付されたり、翌年の住民税が減額されます。医療費は本人の分だけでなく、生計を共にする配偶者や親族
の医療費も合算して申告することができます。 

申告者本人が様式に沿って作成した「医療費控除の明細書」もしくは健康保険組合が発行する「医療費通
知（当健保での名称は『年間医療費のお知らせ』）」の原本を添付して申告することが必要です。医療費の
領収書は、税務署からの提示を求められたときのため、手元に５年間は保管しておく必要があります。 

 
 

【参考】医療医控除について 
国税庁 
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm    
 

 

医療費通知には、健康保険の請求事務の特性上、直近２ヶ月ほどの内容は反映されません。反映されない
部分につきましては、「医療費控除の明細書」を作成し領収書を保管しておく必要があります。交通費など
医療費通知に記載されないものも同様となります。 

    
  ★医療費控除申告のため、令和４年１月～１１月分の医療費総額が掲載された「医療費通知 
   (年間医療費のお知らせ）」の発行をご希望の方は、健康保険組合までご連絡ください。 

 医療費控除について 
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 「医療費のお知らせ」について 

健康保険組合では、健康保険制度をよりご理解いただくため、１件につき１ヶ月の医療費総額が10,000円
以上かかったものについて、３ヶ月ごとに、「医療費のお知らせ」を作成し、被保険者の方にお送りしていま
す。 

「医療医のお知らせ」や医療機関からの領収書には、かかった医療費の総額と医療機関窓口で支払った自己
負担額が記載されています。医療費のうち、自己負担額以外は、全て健康保険組合から医療機関に支払われて
います。 

健康保険組合では、皆様からお支払いいただく健康保険料をこうした医療費の支払いに充てています。皆様
からの健康保険料を適正に使用するためにも、医療費のチェックをお願いいたします。万が一、差異がありま
したら、健康保険組合にご相談ください。 

 
＜医療費チェック＞ 
●医療機関から受領の領収書と「医療費のお知らせ」の支払い額を照合 
●受診月、受診日数を確認 
 
★尚、医療費控除に利用できるのは、 
 健康保険組合の公印が押された「医療費通知（年間医療費のお知らせ）」になります。 
 （本誌２ページに記載） 

11月～12月の健康セミナーは、オンラインにて以下のとおり開催しました。 
今、注目される健康にかかわるトピックスについて、それぞれに講師の方をお招きしてわかりやすくご

指導いただきました。 
また年間では、同一内容のプログラムを時間帯をかえて開催するなど、参加の機会を増やしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 健康保険組合では、次年度も同様の健康セミナーを継続していく予定です。 
 皆さまのご参加をお待ちしています。どうぞ健康増進にお役立てください。 

 健康セミナー開催報告（１１月～１２月） 

 セ ミ ナ ー タ イ ト ル    講   師  日    程 

 ⾆から始める老化予防                     

000～ オーラルフレイルを知る ～ 
 槻木 恵一  11月17日（木）18時～19時 

 さらば睡眠負債！                    

000～ 不調と眠りの深い関係 ～  
 白濱 龍太郎  11月29日（火）18時～19時 

 ちょっと軽めの！『立花トレーニング』  立花 龍司  12月14日（水）18時～19時 
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健保からのお知らせ・サービスのご案内等は
「おげんきですか」でご案内します。 
どうぞ毎号ご家族皆様でご覧ください。 
次号は令和5年4月1日発行予定です。 

 事務局からのおしらせ 

【令和４年度の各種補助金・健康表彰の受領期限：令和５年３月末日】 
◎契約保養所利用補助金、婦人科検診・脳ドックの補助金は、健康保険組合が申請書類を受理した翌日 
    以降、年度末までの間に随時、健康保険組合窓口で補助金を受け取ることができます。 
    受領の際、領収書への押印が必要となりますので、申請後、まだ補助金の 
    受取りを済ませていない方は、保険証と認印（シャチハタ可）をご持参の 
    うえ、健康保険組合窓口までお越しください。 
    ３月末日までに受け取りにお越しにならない場合は、申請は無効となって 
    しまいますのでご注意ください。 

◎今年度の健康表彰記念品のご案内を受け取っている方は、ご案内の通知 
  と保険証、認印（シャチハタ可）をご持参のうえ、３月末までに健康保険 
    組合窓口まで受取りにお越しください。 

※池袋キャンパスに来ることが難しい方は、お早めに健保までご連絡ください。 

【進学・就職などによる異動の届出】 
 ３月～４月にかけて、就職・退職などにより、扶養に関係するご家族の異動が多くなる時期です。 
立教学院健康保険組合では、各校の人事担当者経由で被扶養者の異動情報を確認し、異動の手続き・保険
証の新規発行などを実施しております。以下のようなことがありましたら各校人事への届出が必要です。
手続きが必要かどうかわからない場合は、健康保険組合にお問い合わせください。 

  
 ●お子さんが就職して、就職先の健康保険組合の被保険者となったとき。 
 ●父母の公的年金額等が被扶養者の収入の範囲を超えたとき。 
 ●結婚などにより、配偶者の扶養に入るとき。配偶者を扶養に入れるとき。 
 ●被扶養者の方がパート勤務等で働き、被扶養者の範囲を超える収入のとき。 

 

【春季開室時間変更のお知らせ】 
 立教学院の定めるところにより、下記の日程は窓口対応時間が変更となりますので、来室の際は 
ご留意ください。 
 

＜春季開室時間変更＞ ３月27日（月）～29日（水） 9時～16時30分  
 

●平常時の窓口対応時間 
   月曜～金曜：９時～1７時（土曜、日曜、祝祭日は閉室） 
   新型コロナウィルス感染症の影響により開室時間に変更が生じる場合があります。 
   最新の状況は、健康保険組合サイトにてご確認ください。 
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